
平成１８年度福岡地方労働審議会関門港湾労働部会 議事録 
 
１ 日時 
  平成１９年２月２日（金） １４：００～１５：０６ 
 
２ 場所 
  九州厚生年金会館「錦の間」 
  （北九州市小倉北区大手町１２－３） 
 
３ 出席者 
 （１）委員 
    公益代表  山崎部会長、髙向委員、冨安委員、和田委員 
    労働者代表 村永委員、牧園委員、梶原委員、冨吉委員、服部委員 
    使用者代表 野畑委員、手嶋委員、岡部委員、都築委員、米田委員 
    専門委員  宮地九州運輸局次長（代理 土井港運課長） 

伊藤北九州市港湾空港局理事（代理 中川参事） 
          中野下関港湾局長 
 
 （２）事務局 
    福岡労働局 
    小池総務部長、石田職業安定部長、後藤職業対策課長、塩川職業対策課長補佐、 
   小林雇用指導係長、古賀雇用指導係主任 

 
    山口労働局 
    梅田職業対策課長、内藤高齢・障害者雇用対策係長 
 
４ 議題 
 （１）議事録署名委員の指名について 
 （２）平成１７年度における港湾雇用安定等計画の施行状況について 
 （３）その他 
    ・響灘西地区における港湾労働法の適用について 
    ・若松公共職業安定所及び門司公共職業安定所に係る行政組織の見直しについて 
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古賀雇用指導係主任 
それでは定刻になりましたので、ただいまから平成１８年度福岡地方労働審議会関門港

湾労働部会を開催させていただきます。 
私は議事に入るまでの間進行を務めさせていただきます、福岡労働局職業安定部職業対

策課の古賀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
さて、本日の会議におきましては２時現在、公益代表委員の方が４名、労働者代表委員

の方が４名、使用者代表委員の方が５名、合計１３名の委員の方に出席いただいておりま

す。これは、福岡地方労働審議会関門港湾労働部会運営規定第７条において定められてお

ります、部会の成立要件であります委員及び臨時委員の３分の２以上の出席及び労働者代

表、使用者代表及び公益代表の各委員・臨時委員の方の３分の１以上の出席を満たしてい

ることを報告いたします。 
また、専門委員といたしまして３名の委員の方に御出席いただいているところでありま

す。 
それでは議事次第に従いまして、まず福岡労働局職業安定部長の石田が委員の皆様に挨

拶申し上げます。 
 
 
石田職業安定部長 
福岡労働局職業安定部長の石田でございます。 
本日は大変お忙しい中、また寒い中、この福岡地方労働審議会関門港湾労働部会に御出

席をいただきまして、誠にありがとうございます。 
また、当部会の各委員はじめ関係者の皆様方におかれましては、関門港における港湾労

働行政の運営につきまして、日頃から特段の御理解と御協力を賜り、この場をお借りしま

して厚く御礼を申し上げる次第でございます。 
さて、最近の雇用失業情勢につきましては、全国の１２月の完全失業率は４．１％、完

全失業者数につきましては、前月から１５万人減、２４４万ということになっておりまし

て、依然としまして厳しさが残るものの改善が進んでいるところであります。 
 また、全国の有効求人倍率につきましては、１．０８倍ということで、前月を０．０２

ポイント上回っております。福岡県につきましては、０．９０倍、前月を０．０２ポイン

ト上回っておりますし、山口県も１．１４倍、０．０３ポイント上回っており、改善の基

調にあると言えます。 
最近の港湾労働をめぐる状況を見ますと、港湾運送事業の効率化、サービスの向上を図

ることを目的に規制緩和が進んで、港湾労働をめぐる環境の変化が生じているところであ

ります。 
 このような中で、港湾労働対策につきましては、平成１６年４月に港湾労働法施行規則

の一部を改正する省令及び港湾労働法第３条に基づく、新たな港湾雇用等安定計画が施行
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されまして、今３年目となっているところでございます。 
私どもといたしましては、これらに基づきまして港湾労働法の適正な運営を推進してま

いりたいと考えておりますので、今後もより一層の御協力をお願いたします。 
本日の関門港湾労働部会では、港湾雇用等安定計画の平成１７年度における施行状況な

どについて説明を行うこととなっております。委員の皆様方には忌憚のない御意見を賜り 
この部会を充実したものにしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

まして、簡単ではございますが私の挨拶とさせていただきます。 
どうぞ本日はよろしくお願いいたします。 

 
 
古賀雇用指導係主任 
続きまして山崎部会長より御挨拶をお願いいたします。 

 
 
山崎部会長 
ちょっと時期は、ずれましたけれども、あけましておめでとうございます。 
今日は本当に天気が急におかしくなりまして、足下の悪いところ委員の皆様方にお集ま

りいただきまして、ありがとうございます、厚く御礼申し上げます。 
現在の港湾労働法につきましては６４年に改正されまして既に１８年目、平成１２年の

改正から５年を経過したところであります。その間港湾運送においては、貨物輸送のコン

テナ化という、いわゆる近代化が進みまして、それから規制緩和が行われるという風にな

って、内容的には大きな変化をきたしております。 
また、港湾労働におきましても、労働者派遣制度の導入、港湾のフルオープン化という

ことがありまして、環境は非常に大きく変わっております。 
こういった中で、港湾労働につきまして混乱が生じないように皆様方の御理解と御尽力

によって港湾労働対策というのを確実に推進してまいりたいという風に考えております。 
本日は先程部長からお話がありましたとおり、港湾雇用安定等計画の１７年度の施行状

況についての御説明をいただくということになっておりますので、皆様方のご配慮により

議事が円滑に進行するよう御協力を賜るようお願いいたします。簡単ですが、挨拶に代え

させていただきます。 
 
 
古賀雇用指導係主任 
ありがとうございました。 
続きまして委員の皆様の御紹介をさせていただきます。皆様のお手元にお配りしており

ます資料の１ページに名簿を付けておりますので御覧いただきたいと思います。 
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それでは、名簿順に沿って御紹介を申し上げます、私の方でお名前をお呼びいたします

ので、御面倒ですがその場で御起立をお願いいたします。 
 
はじめに公益代表の山崎委員でございます。 
 同じく髙向委員でございます。 
 同じく冨安委員でございます。 
 同じく和田委員でございます。 
 公益代表の山本委員ですが、本日所用のために欠席ということで連絡を受けております。 
 
 労働者代表の村永委員でございます。 
 労働者代表の牧園委員ですが、交通機関の遅れ等で少し遅れるということで連絡を受け

ておりますので到着次第御紹介させていただきます。 
 労働者代表の梶原委員でございます。 
 同じく冨吉委員でございます。 
 同じく服部委員でございます。 
 
 続きまして使用者代表の野畑委員でございます。 
 同じく手嶋委員でございます。 
 同じく岡部委員でございます。 
 同じく都築委員でございます。 
 同じく米田委員でございます。 
 
 続きまして専門委員といたしまして九州運輸局の宮地委員ですが本日は所用により欠席

されておりまして、代理といたしまして九州運輸局海事振興部港運課長の土井様に御出席

いただいております。 
 続きまして北九州市港湾空港局の伊藤委員ですが本日は所用により欠席されております、

代理といたしまして北九州市港湾空港局参事の中川様に御出席いただいております。 
 続きまして下関港湾局の中川委員でございます。 
 
 続きまして福岡、山口両労働局幹部職員を紹介させていただきます。 
 福岡労働局職業安定部長の石田でございます。 
 福岡労働局総務部長の小池でございます。 
 福岡労働局職業安定部職業対策課長の後藤でございます。 
 山口労働局職業安定部職業対策課長の梅田でございます。 
 
 それでは議事に入りたいと思いますので山崎部会長進行の方よろしくお願いいたします。 
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山崎部会長 
それでは、議事に入る前に傍聴者を確認したいのですが、数字はわかっておりますでし

ょうか。 
 
 
古賀雇用指導係主任 
 傍聴者は３名になっております。 
 
 
山崎部会長 
 傍聴者は３名あるということですが、よろしゅうございますか。 

 
【異議なし】 
 
承認を得ましたので傍聴を許可することといたします。 

 
 これは、前もって資料を送られているということだろうかと思いますけども、当部会の

議事録を今後、福岡労働局のホームページに掲載していくということを、お諮りしたいと

おもいますが、これに対して何か御質問、御意見ございますでしょうか。 
特にありませんか。 

 
 
後藤職業対策課長 
 私の方から御説明申し上げます。よろしいでしょうか。 
 どうもいつもお世話になっております。福岡労働局職業対策課長の後藤でございます。 
 今、部会長の方から御説明がございました、当部会の議事録のホームページへの掲載に

ついて、御説明を申し上げます。  
これまで、当部会議事録につきましては、労働局ホームページ上での公開はせず、出席

者氏名、議題等の議事要旨のみを公開しておったところであります。 
 しかしながら、各審議会の運営につきましては、行政改革、情報公開の大きな流れの中

で、透明性を図ることが強く求められているところでございます。 
このようなことから、厚生労働省の各種審議会につきましても議事録を原則公開するこ

ととしており、併せて発言者の名前につきましても公開の検討を行うよう指摘がなされた

ことから、当部会の上部審議会であります福岡地方労働審議会におきましても、昨年３月

９日開催分から発言者の名前を含みます議事録につきまして、当局ホームページに掲載を

したところでございます。 
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 このような状況をふまえながら、事務局といたしましても、当部会におきます議事録を

当局ホームページ上で公開することが適当であると考え、部会の各委員の皆様の御意見を

お伺いするために、昨年１２月に文書により御案内を申し上げたところでございます。 
 その結果でございますけれど、各委員の皆様からの反対の御意見はございませんでした

ので、本日この件につきまして、改めまして正式に当部会におきまして御承認をいただき

たいと存じております。 
 御承認をいただければ、今回の部会議事録から公開の対象とさせていただくことになり

ますので、委員の皆様には御承知をいただきたいという風に思っております。 
 以上、事務局からの説明でございます。よろしくお願いいたします。 
 
 
山崎部会長 
 ありがとうございました。 
 説明が途中の方で前後いたしましたけども、議事録の公開ということについては、今、

説明を事務局の方でされたような趣旨でありますが、よろしゅうございますか。 
異存がなければ今後公開してまいることになると思いますが、いいですか。 
 
【異議なし】 
 
 では、承認を得られたものとします。 
  
それでは、次の議事にはいってまいりたいと思います。 
 議事次第にしたがって進行してまいりますけれども、まず、議題１の議事録署名委員と

いうことでございますけども、運営規定の６条によって議事録については部会長と部会長

の指名した委員及び臨時委員２名が署名するという風になっておりますが、私の他に２名

を指名させていただきたいと思います。 
 労働者側委員として、今日、今まだお見えになっていないですが牧園委員、使用者側委

員の代表といたしまして、野畑委員にお願いしたいと思いますが、よろしゅうございます

か。 
   
【野畑委員了承】 
  
いずれお見えになるということで牧園委員の署名ということにいたしたいと思います。 
 続きまして議題の２にまいります。平成１７年度における港湾雇用安定等計画の施行状

況について、事務局からお願いします。 
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塩川職業対策課長補佐 
 それでは、議題２「平成１７年度における港湾雇用安定等計画の施行状況について」御

説明させていただきたいと思います。 
  
資料の９ページから１８ページに港湾雇用安定等計画を載せさせていただいております。 
 この「港湾雇用安定等計画」につきましては、大きな項目として５つからなっておりま

す。 
 １点目としましては、９ページから１１ページにかけまして「計画の基本的考え方」、 ２

点目につきましては、１１ページから１２ページ「港湾労働者の雇用の動向に関する事項」、 
３点目として１２ページから１５ページ「労働力の需給の調整の目標に関する事項」、４点

目として１６ページから１７ページに「港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向

上を促進するための方策に関する事項」、最後、５点目として１７ページから１８ページに 
「港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項」とういうふうに

それぞれ載せております。 
 この「港湾雇用安定等計画」に基づく施行状況の説明となりますが、この計画は平成１

６年度から平成２０年度までの５年間の計画となっております、今回は平成１７年度、昨

年度におけます、計画に基づく施行状況について御説明をさせていただきたいと思います。 
 資料の１９ページから２１ページ「平成１７年度における港湾雇用安定等計画施行状況

対照表」は、港湾雇用安定等計画を基に関門港における施行状況を、関係する項目毎に対

照表として作成したものでございます。 
 本来は、１９ページから２１ページの項目に沿った説明となりますが、当該資料が重複

するところもありますので、この表は後ほど見ていただきまして、２２ページから４３ペ

ージの各資料について説明することにより、この施行状況の説明とさせていただきたいと

思います。 
 
それでは、２２ページを御覧ください。 
「関門港における港湾労働者就労状況」となっております。 
上から順に、平成１５年度から１７年度の年度計・月平均、平成１７年度におけます各

月毎における、関門港全体の就労延数を、関門港全体と下関・北九州に分けて、北九州を

門司・小倉・若松・戸畑・八幡と各港別に区分して計上しております。 
 それでは、２２ページの内容を説明させていただきます。 
 関門港全体の港湾労働者の就労状況でございます。 
 月平均の就労延数ですが、平成１６年度は４４，７１３、平成１７年度は４４，４４７ 

となっておりまして、差し引きマイナス２６６、０．６％の減少となっております。 
 これを、各港別にみますと、下関港におきましては、平成１６年度、６，６９３、１７

年度、６，６３８、差し引きマイナス５５で、０．８％の減少。 
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 門司港におきましては、平成１６年度は１２，３９５、１７年度は１２，９９８、プラ

ス６０３で、４．９％の増加。 
 小倉港におきましては、平成１６年度は７，２６３、１７年度は７，３２８、差し引き

プラス６５で、０．９％の増加。 
 若松港におきましては、平成１６年度は７，１４７、１７年度は７，０２１、差し引き

マイナス１２６で、１．８％の減少 
 戸畑港におきましては、平成１６年度は１，４４３、１７年度は１，６１４、差し引き

プラス１７１で、１１．９％の増加。 
 八幡港におきましては、平成１６年度は９，７７１、１７年度は８，８４７、差し引き 

マイナス９２４で９．５％の減少となっております。 
 続きまして２３ページを御覧ください。 
港湾労働者就労状況のうち企業常用について計上しております。 
企業常用の月平均の就労延数について見ていきますと、平成１６年度は４３，４１８、 
１７年度は４３，１２３となっておりまして、マイナス２９５で、０．７％の減少となっ

ております。  
 就労延数全体における企業常用の比率は平成１７年度におきましては９７．０％となっ

ております。 
 先程と同様に各港別にみてみますと、下関港におきましては、１６年度、６，２７２、

１７年度、６，２７５、プラス３で、０．０５％の増加。 
 門司港におきましては、１６年度、１１，７５３、１７年度、１２，２９２、差し引プ

ラス５３９で、４．６％の増加。 
 小倉港におきましては、１６年度、７，２４４、１７年度、７，２６９、差し引きプラ

ス２５で、０．３％の増加。 
 若松港におきましては、１６年度、７，０３０、１７年度、６，９１６差し引きマイナ

ス１１４で、１．６％の減少。 
 戸畑港におきましては、１６年度、１，４４３、１７年度、１，６１４、差し引きプラ

ス１７１で、１１．９％の増加。 
 八幡港におきましては、１６年度、９，６７６、１７年度は、８，７５８、差し引きマ

イナス９１８で９．５％の減少となっております。 
 
続きまして２４ページをお願いします。 
港湾労働者就労状況のうち派遣労働者について計上しております。 
派遣労働者の月平均の就労延数についてみてみますと、１６年度は３５５、１７年度は

４１３となっており、差し引きプラス５８で１６．３％の増加となっております。 
 就労延数全体における派遣労働者の比率は１７年度、０．９％となっております。 
 派遣労働者につきましては後ほど港湾労働者派遣状況で改めて説明させていただきます
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ので、ここでの説明は省略をさせていただきたいと思います。 
 
続きまして２５ページを御覧ください。 
港湾労働者就労状況のうち日雇労働者について計上しております。 
日雇労働者の月平均の就労延数についてみますと、１６年度は、９４１、１７年度は、

９１１となっており、差し引きマイナス３０で３．２％の減少となっております。 
就労延数全体における日雇労働者の比率は平成１７年度２．０％となっております。 
 これを各港別にみてみますと、下関港におきましては、１６年度、４１９、１７年度、

３６３、マイナス５６で、１３．４％の減少。 
 門司港、１６年度は３７０、１７年度は４１８、差し引きプラス４８で、１３．０％の

増加。 
 小倉港、１６年度、２、１７年度、３、差し引きプラス１で、５０．０％の増加。 
 若松港におきましては、１６年度は１１０、１７年度は１０２、差し引きマイナス８で、

７．３％の減少。 
 戸畑港におきましては平成１６、１７年度とも実績はありません。 
 八幡港におきましては、１６年度は４０、１７年度は２５、差し引きマイナス１５で、

３７．５％の減少となっております。 
なお、参考といたしまして、平成１８年度の港湾労働者の就労状況について２６ページ

から２９ページにかけて載せておりますので、後ほど御覧ください。 
 
 
古賀雇用指導係主任 
 それでは、ここで遅れていらっしゃいました、労働者側委員の牧園委員が到着されまし

たので御紹介させていただきます。 
労働者代表の牧園委員でございます。 

 
 
塩川職業対策課長補佐 
 それでは、関門港における日雇労働者就労状況です。 
３０ページから３２ページにかけまして、先程説明しました日雇労働者のデータを全体、

安定所紹介、直接雇用、に分けて載せてさせていただいております。 
 安定所紹介は下関港のみの数字があがっております。 
北九州港におきましては、港湾作業を希望する日雇求職者がいないため、求人申込みが

あっても、紹介が困難であることから直接雇用を認めている状況があります。 
参考といたしまして、平成１８年度の日雇労働者の状況について、３３ページから３５

ページに載せております。後ほど御覧いただきたいと思います。 

 - 9 -



続きまして、３６ページから３７ページにつきましては、港湾労働者派遣状況一覧とし

て計上させていただいております。 
 ３６ページにつきましては平成１７年度、３７ページにつきましては平成１８年度につ

いての派遣締結数及び日雇労働者雇用数をそれぞれ計上しております。 
 また、派遣締結数については、事業所間とセンターあっ旋、日雇い労働者雇用数につい

ては、安定所紹介と直接雇用に分けて各港別に計上しております。 
 なお、港別の項目のなかに、洞海港としてありますが、これは若松港、八幡港、戸畑港

の３港をまとめたものとなっております。 
 ３６ページに戻りまして御説明させていただきます。 
 まず、関門港全体の派遣締結数は、１６年度、４，２５７、１７年度、４，９５５とな

っております。差し引きプラス６９８で、１６．４％の増加となっております。 
 各港別にみてみますと、門司港、１６年度、３，２７７、１７年度、３，４６５、差し

引きプラス１８８で、５．７％の増加。 
 小倉港、平成１６年度、２１６、１７年度、６６６となっておりまして、差し引きプラ

ス４５０、２０８．３％の大幅な増加となっております。 
 洞海港におきましては、１６年度、７５２、１７年度、８２０となっており、差し引き 

プラス６８で、９．０％の増加。 
 下関港におきましては、１６年度、１２、１７年度、４となっており、差し引きマイナ

ス８で、６６．７％の減少となっております。 
 このように、港別の派遣状況をみますと門司港が関門港全体の７割を占めております。

小倉港、洞海港につきましてもすこしずつですが派遣の件数があがってきております。 
 センターに派遣のあっ旋を依頼しましても、あっ旋ができない場合は、例外として日雇

労働者を雇用することとなります。 
 まず、安定所に日雇求人の申込みをしていただきまして、安定所の紹介を受けることと

なります。 
 安定所の紹介数は、平成１７年度３，６４７となっておりまして、平成１６年度の４，

１５３よりマイナス５０６、１２．２％の減少となっております。 
 北九州港におきましては、現在日雇求職者がいないことから、求人申込みをしても紹介

することができないため、安定所紹介がないということについて、先程説明させていただ

いてとおりです。 
 安定所の紹介が不調に終わった場合、紹介対象者がいない場合につきましては、安定所

に所定の届出をしていただきまして、日雇労働者の雇用を例外的に認めております。 
直接雇用数がその数になりますが、平成１７年度７，２７９、平成１６年度７，１３４

よりプラス１４５、２．０％の増加となっております。 
 ３７ページに参考といたしまして平成１８年度の港湾労働者派遣状況について、１８年

１１月までの分を掲載しておりますので、これにつきましても後ほど見ていただければと
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思っております。 
 派遣実績につきましては、関係者の皆様の御協力により、年々を増加しております。 
しかしながら、まだまだ十分な活用とまでは至っていない状況もありますので、引き続

き港湾労働者派遣制度の活用につきまして、御理解と御協力をお願いしたいと思います。 
  
３８ページから４０ページにかけまして港湾労働雇用秩序関係資料となっております。 
 まず、３８ページをお願いしたいとおもいます。 
 １、立入検査、現場パトロールの実施状況について、平成１６年から平成１８年１２月

末までを計上しております。 
 この数字は主に現場パトロールの数となっております、１７年の実施回数は１０９、実

施事業所数は２７４事業所となっております。 
 また、違反事業所は平成１７年は２件、１８年は１件という状況になっております。 
  
２、事業所訪問指導の実施状況につきましても、同様に平成１６年から平成１８年１２

月末までを計上しております。 
 この数字は事業所訪問により事業所を指導した結果をあげております。１７年は１５１

事業所に対して行いました。 
  
３、港湾労働者雇用安定センターとの連絡会議の開催状況です。 
 平成１６年から平成１８年１２月末までを計上しております。１７年はおおむね月１回

のペースで開催いたしております。 
  
４、雇用管理者の選任届の状況でございます。 
   関門港におきましては、平成１７年は８２事業所１００％の雇用管理者が選任され

ております。 
  
続きまして、３９ページを御覧ください。 
 ５、港湾労働者証所持者数でございます。 
 平成１７年度末現在、関門港全体で３，１８７名と平成１６年度末から、５人減少とな

っております。 
 各港の内訳をみますと、門司港におきましては、１６年度、７３１、１７年度、７３６ 

となっており、差し引きプラス５で、０．７％の増加。 
 小倉港におきましては、平成１６年度、平成５３４、１７年度、５５０となっており、

差し引きプラス１６で、３．０％の増加。 
 若松港、平成１６年度、６０２、平成１７年度、６３０となっており、差し引きプラス

２８で、４．７％の増加。 
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戸畑港、平成１６年度９１、平成１７年度９１となっており、ここにつきましては、増

減はありません。 
 八幡港、平成１６年度、７７１、平成１７年度、７０７、となっており、差し引きマイ

ナス６４で、８．３％の減少。 
 下関港、平成１６年度、４６３、平成１７年度、４７３となっており、差し引きプラス

１０で、２．２％の増加でございます。 
 八幡港におきましては、１社適用事業所が廃止されたことから減少幅が大きくなってお

ります。 
  
６、雇用管理者研修等の開催状況です。 
 平成１５年度から平成１８年１２月末までを計上しております。 
 毎年、雇用管理者研修、派遣元責任者研修を年間２回開催しており、平成１７年度の雇

用管理者研修、派遣元責任者研修への参加につきましては、延べ８９事業所より御参加し

ていただいたところでございます。 
  
続きまして、４０ページを御覧ください。 
 ７、共同パトロールの実施状況でございます。 
 共同パトロールは年２回実施しておりまして、平成１７年度は６月１７日と、港湾労働

法遵守強化旬間中の１１月２５日に実施いたしました。 
 内容でございますが、関門港港湾雇用秩序連絡会議委員及び関係行政職員等によって各

港運協会の協力を得まして、実施したところであります。 
 １回目は門司港労働出張所を出発いたしまして、下関地区、太刀浦地区、新門司地区を

パトロールいたしまして、門司港労働出張所におきまして反省会を行いました。 
 ２回目は門司港労働出張所を出発いたしまして、太刀浦地区、日明地区、響灘地区をパ

トロールし、若松所にて反省会を行いました。 
 参加人員は、第１回は２８名、第２回は２５名となっております。 
 第１回におきましては違反事例はありませんでしたが、第２回において、違反事例が１

件ありました。 
 違反対象事業所に対してはパトロール後是正指導を行っております。 
 平成１８年度につきましては、すでに２回実施しておりますが、参考までに下段の方に

掲載さしていただいております。 
  
続きまして、４１ページです。各会議開催状況でございます。 
 まず、福岡労働審議会関門港湾労働部会でありますが、平成１７年度につきましては、

平成１８年１月３１日に開催いたしました。 
 議題につきましては、平成１６年度における港湾雇用安定等計画の施行状況についての
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報告と、響灘西地区におけます港湾労働法の適用について、門司港労働出張所に係る行政

組織の見直しについての説明を行ったところです。 
 次に、関門港港湾雇用秩序連絡会議でございます。 
平成１７年度第３２回は６月７日に開催いたしました。 
 関門港における港湾労働の実態について、関門港における雇用秩序維持の取り組みにつ

いて、平成１７年度港湾労働関係における行事についての議題で開催させていただいてお

ります。 
第３３回は１１月１０日に開催され、関門港における港湾労働の実態について、港湾労

働法遵守強化旬間についての議題で開催いたしました。 
 なお、１８年度につきましても、すでに２回開催しておりますので、参考までに掲載さ

していただいております。 
 続きまして、４２ページです。港湾労働法遵守強化旬間行事一覧です。平成１６年度と

平成１７年度の旬間中に実施した行事を掲載しております。 
 １７年度について御説明させていただきます。 
 共同パトロールにつきましては、先程説明いたしましたように、平成１７年１１月２５ 
日に太刀浦地区、日明地区、響灘地区にて実施いたしました。その結果、違反事例が１件

ありました。 
 広報宣伝活動につきましては、厚生労働省作成のポスターの掲示、安定所及び太刀浦港

湾労働福祉センターにて懸垂幕掲揚、関係安定所の広報誌への掲載、安定所職員が港湾運

送事業所、港運協会等を訪問いたしまして港湾労働法の遵守について、協力依頼を行いま

した。その際ポスターの掲示を依頼するとともに記念品を配布いたしております。 
 その他、港湾労働安定協会主催、各ハローワーク、監督署の共催で派遣元責任者講習を

毎年開催しております。 
 １７年度は１１月２９日に開催いたしまして、参加数は４７社、７０名となっておりま

す。 
  
４３ページに移りまして、港湾運送に係る荷役機械の借り受け状況をまとめたものです。

関門港におきましては平成１２年度以降人付きリースはありません。 
 以上をもちまして、平成１７年度における港湾雇用安定等計画の施行状況について説明

を終わらせていただきます。 
 
 
山崎部会長 
 ありがとうございました。 
 ちょっと途中でございますけども、牧園委員がお見えになられましたので、本日署名者

ということになっておりますが、よろしゅうございますか。 
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  【牧園委員了承】 
 
 それでは、只今御説明いただきました内容について御質問、御意見等がございましたら

お願いいたします。 
 
 
村永委員 
村永でございます。 
 先程ですね、冒頭部長の挨拶にもありましたけれど、雇用安定等計画は、以前は３年間

で策定しよったんですよね、それが平成１６年から２０年という５年間という長い、２年

間長くなるような策定をしてね。 
それでね、東京あるいは神戸あたりでも組合側から言うとる。その中の部会の中でどう

して５年にしたんだということがあって、元の３年に戻すべきじゃないか、今回は２０年

まで仕方ないとしてもね、２１年の３月３１日までですからね、これは仕方ないとしても

次回の時にね、どうしても上の中職審の労働部会が決めてきて、それを地区におろして労

側が動きますので、是非このあたりもう一度中央における審議会でも議論してもらってで

すね、できれば２１年の４月から、元の３年間でして欲しいなということを申し上げたい。 
また、これについてこうだとか意見があれば、是非そういう方向でまとめてもらいたい

なというように思っております。 
 
 
山崎部会長 
事務局の方いかがでございましょう。今の御意見というか要望の形でいただいたんでご

ざいますけども。 
 
 
塩川職業対策課長補佐 
 計画の３年が５年になったということで、平成１１年の６月３０日に取りまとめられま

した、中央職業安定審議会専門調査委員港湾労働部会報告というのがありまして、その中

に今後の港湾労働対策の実施にあたりましては、中長期的な視点から計画を立案いたしま

して、その目標に即した具体的措置を講じていくことが重要になってきていると考えられ

る。このため港湾雇用安定等計画の策定期間を５年程度としていくことが妥当であるとい

うことが指摘されまして、これ以降５年になっております。 
 
 
 

 - 14 -



山崎部会長 
今の述べられた要望の趣旨は５年というのは少し長いのではないか。港湾状況の変化と

いうことに対して少し長いのではないかということで、中央の方に伝えてもらえないかと

いうことであったんですが、その点の取扱いについての御返答が的確でないと思いますの

で、もう一度お願いします。 
 
 
塩川職業対策課長補佐 
申し訳ありませんでした。今、委員の方からお話がありました、「５年が長い、３年に戻

してはどうか」ということについては、本省の方に上申していきたいと思っております。 
 
 
山崎部会長 
よろしゅうございますか。 
他にございませんか 
それでは、私の方から要点だけひとつふたつ。 
先程の御説明の中で、直接雇用が増えているという話がありましたが、これと事故発生

との関係というのは、あまり心配しなくてよろしいことなのでしょうか。 
必ずしも港湾の仕事に慣れた方たちが、必ず直接雇用に応じてくるわけではないと思う

んですね。その場合に事故発生というのが懸念されると思いますが、いかがでございまし

ょうか。 
 
 
塩川職業対策課長補佐 
直接雇用の数が増えたことと、事故発生の関係ということなんですけども、事故発生の

件数につきましては、把握いたしておりません。 
港湾作業につきましては危険を伴うということ、慣れた方がいいということはあると思

われますが、申し訳ないですが直接雇用と事故発生の件数との因果関係につきましては、

今のところ把握ができておりません。申し訳ありません。 
 
 
山崎部会長 
使用者側の方にちょっとお伺いしたいのですが、その点の懸念はございませんでしょう

か。雇う側として、特別な配慮をなさるかどうか。 
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村永委員 
その状況は私たちもずいぶん危惧しておったのですが、ほとんど経験者であって、例え

ば定年を過ぎて退職された方とかであって、未経験の方はほとんどいないようであります。

それは港湾事業者ではない関連会社の作業員ですね。そこに仕事を依頼して、どうしても

直接雇用の場合は労働者派遣が足らない場合は、企業努力が足らないから、門司の場合を

とっても、先程言ったように、安定センターの職業紹介ができませんから、個人じゃなし

に関連会社にお願いして作業しているということで、当然経験があり、定年になった元気

な方が作業についているということで、事故もそう起きたということも聞いておりません

ですね。 
 今のところ順調に回転しているという風に労働側からは見ております。 
 
 
山崎部会長 
わかりました、どうもありがとうございました。 
もう一点、先程パトロールをなさったときに違反がひとつあったとの説明があったので

すが、これは何の違反なんでしょうか。 
 
 
塩川職業対策課長補佐 
１７年度の共同パトロールにおいて違反事象が発生したと先程報告させていただきまし

た。 
港湾労働法遵守強化旬間におけるパトロールにおきましてワッペンの未貼付の就労者、 
２名確認をさせていただいております。その場で事情を聴取しましたところ、ハローワー

クへの求人、日雇労働者雇用届がでていない日雇労働者が就労していたということが判明

しております。 
当該事業所から事情を聞きまして、港湾労働遵守の観点から両事業所に対しては強く指

導を行っております。 
 
 
山崎部会長 
ありがとうございました。 
 私の方からはその２点だけでございます 
 他になにかございますか。 
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村永委員 
今、中央の方でですね、いろんな違法雇用の問題で、港湾倉庫における作業があるんで

すよ。 
港湾倉庫というのはあくまでも港湾労働者の、港労法の関係で港湾労働者が働くという

場所なんですね。 
そこに、全然関係のない日雇いの方が、電話１本で何月何日どこに集まりなさい、それ

で、バスで迎えに来て、軍手、メットを持っていってですね、時給８００円くらいで朝９

時から夜９時というような働き方をしている。 
まあ、当関門港ではそういう実態はないと思いますけども、もし、そういう状況があれ

ば、抜き打ちでも、先程言ったように、雇用秩序パトロールは前もってわかっております

から、そうではなしに職安含めて労働局にもそういう意識を持っていただいて。 
 現に、東京では今こういった問題がでておりますので。時給８００円からそこらで働い

て、そこの倉庫に連れて行って、５０人から６０人位が倉庫の中で働いておる。 
仕事自体はＩＴ関連のラベル貼りとか軽作業でありますけども、非常に劣悪な状態に置

かれている。 
そういうことを認めれば、港湾労働者の雇用と職域が脅かされるのではないかな、とい

う気がしますので、ひとつ参考にしてもらって、当関門港でもそういうことが無いように

しないと、多くの派遣会社がでてきていると、そういう状況ありますので、是非行政の方

もわれわれからそういう要請があれば、一緒に取り締まりをして摘発していきたいと思っ

ておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 
 
 
山崎部会長 
 ありがとうございました。 
 ただいまの意見は、このパトロールというものは前もって予定した日程ではなかなかそ

ういったことが見つけにくい、いわゆる、抜き打ちにやらないかという御意見だろうと思

いますけれども、行政の方はなかなかそれは日程上しぼりづらいという面もあるでしょう

から、こういった意見が労側の方からあったということを受け止めていただいて、注意を

払っていただきたい。そういう風に思います。 
 他にございませんか。 
他に無いようでございますから次の議題に移りたいと思います。 
議題の３、響灘西地区における港湾労働法の適用について事務局から御説明お願いしま

す。 
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塩川職業対策課長補佐 
議題３、響灘西地区における港湾労働法の適用について御説明させていただ

きます。  

響灘西地区における港湾労働法の適用につきましては昨年の会議の中でも御

説明をさせていただいております。  

 かいつまんで申し上げますと、平成１３年の港則法施行令の改正によりまし

て関門港の水域が拡大され、港則法施行令を引用している港湾労働法上の関門

港の水域が拡大され、響灘西地区も関門港の一部という位置づけになりました。 

 陸の部分に関しましては、港湾倉庫への貨物の搬入、港湾倉庫からの貨物の

搬出及び港湾倉庫内での荷捌きの行為については、港湾運送の行為として港労

法の適用となりまして、当該港湾倉庫の区域の指定に関しまして、厚生労働大

臣が指定することとなります。  

 しかし、平成１３年当時の響灘西地区につきましてはコンテナ埠頭建設のた

めの埋立中でありまして、沿岸周辺に倉庫がなかったため範囲の指定を見送る

こととされました。  

 その後平成１６年度中に１６年度末を目途に「ひびきコンテナターミナル」

の供用が予定されたために、範囲指定について検討されましたけれども、供用

開始時点では、港湾倉庫の設置が当面は見込まれないこと、港湾倉庫の区域を

指定することとしても、線引きを予定しています市道の大部分が工事中であり

まして、供用開始にいたっておらず、市道の名称を確定できないことから、供

用開始された時点で再度告示の見直し等が必要となる。等の理由により、この

区域の範囲指定を見送りました。 

その後の対応といたしまして、倉庫等の設置により、港湾倉庫の区域を指定

する必要が生じた時点又は一般国道４９５号から響灘西地区の市道の名称が確

定し、供用が開始されることにより、港湾倉庫の区域の確定が可能になった時

点、のどちらかをもって、当該地域を港湾倉庫の区域に含めるための大臣告示

の改正を行うとしていたところでございます。  

 今般、響灘西地区におきまして港湾倉庫が完成し、平成１８年９月１日から

稼働することから、港湾労働法施行令の規定に基づきまして厚生労働大臣が指

定する区域を定める告示の一部改正が行われ、港湾労働法の適用を受ける港湾

倉庫の区域が変更されました。  

 告示につきましては資料４４ページから４６ページに、旧境界、新境界の対

象図につきましては資料４７ページに載せておりますので参考にされていただ

きたいと思います。  

 今後、当該新境界の中の倉庫につきましては、１年間の入出庫高の実績によ

りまして海からの入庫量と海への出庫量を総入出庫量で割った場合に一定の割
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合を超えた場合につきまして港湾倉庫として管轄の公共職業安定所長が指定す

ることとしております。  

以上、響灘西地区における港湾労働法の適用について御説明させていただき

ました。  

 

 

山崎部会長 

 ただいまの事務局の説明についての御質問等ございませんか。  

 これは、大体皆様おわかりいただいている部分だと思いますので、問題は無

いものとして、次に移りたいと思います。  

 若松公共職業安定所、門司公共職業安定所の行政組織の見直しということで、

これについての説明をお願いします。  

 
 
小池総務部長 
 福岡労働局総務部長の小池でございます。 
 本日御出席の皆様方におかれましては関門港におきます港湾労働行政の運営につきまし

て日頃から特段の御配慮、御協力をいただいております。この場をお貸りして私の方から

も厚く御礼を申し上げたいと思います。 
 さて、お手元に若松公共職業安定所及び門司公共職業安定所に係る行政組織の見直しに

ついてという資料を配付しておりますが、これに沿いまして説明をさせていただきます。 
国におきましては行政組織の効率的、効果的な運営を図るため、全省庁的に組織の見直

しが行われています。これに伴いまして、組織の統廃合が進められております。 
 また、一方で簡素で効率的な政府を実現するため行政改革を推進するということで、行

政改革推進法に基づきまして、総人件費改革によります、５年間で国の行政機関の人員の

５％以上を純減するということが決定されております。 
 ハローワーク関係職員につきましても、１０００人を超える人員削減が見込まれており

ます。さらに効率的な行政運営が求められているところでございます。 
 当福岡労働局におきましても、昨年の当部会で御説明を申し上げましたが、本年３月末

をもちまして、門司公共職業安定所門司港労働出張所を港湾労働課に降格して業務を行う

ことにしております。さらに今般、平成１９年度の行政組織の見直しといたしまして、若

松、門司両公共職業安定所の組織の見直しを行うということで、昨年末に本省から通知が

あったところでございます。 
 その内容は、資料にもございますとおり、若松、門司両公共職業安定所をそれぞれ八幡、

小倉職業安定所の出張所に降格して業務を行うことということでございます。 
業務内容につきましては現在本省と調整中でございますけれども、一部業務は本所とな

 - 19 -



る八幡、小倉両所に集約するという部分がございます。 
地域住民に対する必要かつ適切なサービスの提供を念頭に、必要で支障のないような運用

を心がけたいということで考えております。 
なお、両所の庁舎等の施設の変更、港湾労働に関する業務につきましては変更はござい

ません。また、行政組織の見直しにつきましては、１９年度ということになりますので、

その時期につきましても１９年度中に平成２０年３月末を目途に準備をしておるところで

ございます。 
なお、行政組織の見直しということで、これは、政府の予算案の中に入っておりますの

で、正式には政府案の成立をもって決定ということになります。 
 実際の業務につきましては、地域住民、関係者の皆様へのサービスの低下をさせないと

いうことを念頭におきまして対応してまいりたいと思っております。 
 何卒労働行政の置かれております状況を御理解いただければと思っております。以上で

ございます。 
 
 
山崎部会長 
ただいまの事務局からの説明についての御質問、御意見はございませんでしょうか。 
ちょっと確認いたしますけど、事務と場所は変わらないんですね。 

 
 
小池総務部長 
 建物等は変わりません。 
 
 
山崎部会長 
 現行とおりと書いてあるのはそういう意味なんですね。 
 
 
小池総務部長 
そうです。極端に申しますと看板を掛け替えるだけということでございます。 
もう少し申し上げますと、業務的には庶務的なところとか統計的なところ、そういった

ところを本所の方に集約いたしまして、日常業務的には今の体制を維持するということで

考えております。 
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山崎部会長 
わかりました。ありがとうございました。 
 他に御意見ありませんか。 
 その他、この場を借りて他に御意見、御要望がございましたら承っておきたいと思いま

すが、ございませんか。 
 なければこれをもちまして部会を終了したいと思います。お疲れ様でございました。 
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